
 

会 議 名 称 

令和２年度第６回 

杉並区情報公開・個人情報保護審議会会議録 

日   時 令和３年２月２６日（金） １５時００分から１７時２０分まで 

場   所 杉並区役所 第４会議室（中棟６階） 

出 

席 

者 

委 員 

佐藤会長、井口委員、石川委員、井上委員、桐野委員、柴田委員、庄司委員、堤委員、

三田委員、山﨑委員、奥山委員、新城委員、富田委員、松浦委員、松本委員、 

山本委員、浅見委員、細川委員 

実施機関 

三ツ木新型コロナウイルス予防接種担当課長、畠山保健サービス課長、吉川課税課長、 

岡本納税課長、日暮国保年金課長、秋吉介護保険課長、松田会計課長、 

諸角障害者施策課長、福原子ども家庭部管理課長、山田子ども家庭支援担当課長、 

笠地域子育て支援担当課長、土肥野土木管理課長、伊藤建築課長、村野学務課長、 

江川区民課長 

事 務 局 喜多川情報・行革担当部長、倉島情報システム担当課長、森情報政策課長 

傍 聴 者 ０名 

配 

布 

資 

料 

事 前 

・資料１ 令和２年度第５回杉並区情報公開・個人情報保護審議会会議録 

・資料２ 令和２年度第６回杉並区情報公開・個人情報保護審議会報告・諮問事項 

・資料３ 住民基本台帳ネットワークシステム・情報提供ネットワークシステム運用 

監視部会報告事項 

当 日 

・会議次第 

・令和２年度第６回杉並区情報公開・個人情報保護審議会報告・諮問事項 

 差し替え資料 

【会議内容】 

１ 令和２年度第５回会議録の確定 

２ 報告・諮問事項 

番号 件名 審議結果 

報告第 42 号 予防接種に関する業務の登録について（追加）） 報告了承 

諮問第 114 号 予防接種に関する業務の外部委託について（追加） 決  定 

諮問第 115 号 予防接種に関する業務の外部委託について（追加） 決  定 

諮問第 116 号 予防接種に関する業務の外部結合について（新規） 決  定 

諮問第 117 号 予防接種に関する業務の外部結合について（新規） 決  定 

諮問第 118 号 予防接種台帳管理システムに記録する個人情報の項目について（追加） 決  定 

報告第 30 号 特別区民税・都民税賦課徴収（普通徴収）に関する業務の登録について（追加） 報告了承 

報告第 31 号 特別区民税・都民税賦課徴収（特別徴収）に関する業務の登録について（追加） 報告了承 

報告第 32 号 軽自動車税に関する業務の登録について（追加） 報告了承 

報告第 33 号 国民健康保険被保険者資格賦課・収納に関する業務の登録について（追加） 報告了承 

報告第 34 号 後期高齢者医療保険制度に関する業務の登録について（追加） 報告了承 

報告第 35 号 介護保険料賦課・徴収に関する業務の登録について（追加） 報告了承 

諮問第 92 号 特別区民税・都民税賦課徴収（普通徴収）に関する業務の外部委託について（新規） 決  定 

諮問第 93 号 特別区民税・都民税賦課徴収（特別徴収）に関する業務の外部委託について（新規） 決  定 



諮問第 94 号 軽自動車税に関する業務の外部委託について（新規） 決  定 

諮問第 95 号 国民健康保険被保険者資格賦課・収納に関する業務の外部委託について（新規） 決  定 

諮問第 96 号 後期高齢者医療保険制度に関する業務の外部委託について（新規） 決  定 

諮問第 97 号 介護保険料賦課・徴収に関する業務の外部委託について（新規） 決  定 

諮問第 98 号 特別区民税・都民税賦課徴収（普通徴収）に関する業務の外部結合について（変更） 決  定 

諮問第 99 号 特別区民税・都民税賦課徴収（特別徴収）に関する業務の外部結合について（変更） 決  定 

諮問第 100 号 軽自動車税に関する業務の外部結合について（変更） 決  定 

諮問第 101 号 国民健康保険被保険者資格賦課・収納に関する業務の外部結合について（変更） 決  定 

諮問第 102 号 後期高齢者医療保険制度に関する業務の外部結合について（変更） 決  定 

諮問第 103 号 介護保険料賦課・徴収に関する業務の外部結合について（変更） 決  定 

諮問第 104 号 電子収納システム（コンビニ・クレジット）に記録する個人情報の項目について（変更） 決  定 

諮問第 105 号 国民健康保険給付に関する業務の外部委託について（変更） 決  定 

諮問第 106 号 年金生活者支援給付金に関する業務の目的外利用について（新規） 決  定 

報告第 36 号 心身障害者福祉タクシー券支給に関する業務の登録について（追加） 報告了承 

報告第 37 号 心身障害者自動車燃料費助成に関する業務の登録について（追加） 報告了承 

報告第 38 号 リフト付タクシー事業に関する業務の登録について（追加） 報告了承 

報告第 39 号 ひとり親家庭に関する業務の登録について（追加） 報告了承 

諮問第 107 号 ひとり親家庭に関する業務の本人以外からの個人情報の収集について（新規） 決  定 

諮問第 108 号 児童虐待の予防と解決のための調整に関する業務の外部委託について（新規） 決  定 

報告第 40 号 産前産後ヘルパー派遣事業に関する業務の登録について（追加） 報告了承 

諮問第 109 号 産前産後ヘルパー派遣事業管理システムに記録する個人情報の項目について（新規） 決  定 

報告第 41 号 道路情報等の閲覧等に関する業務の登録について（追加） 報告了承 

諮問第 110 号 道路情報等閲覧複写システムに記録する個人情報の項目について（新規） 決  定 

諮問第 111 号 建築総合情報システムに記録する個人情報の項目について（追加） 決  定 

諮問第 112 号 障害児就学奨励に関する業務の外部結合について（新規） 決  定 

諮問第 113 号 就学児童・生徒情報等管理システムに記録する個人情報の項目について（追加） 決  定 

諮問第 90 号 住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ評価実施結果の妥当性の評価について 決  定 

諮問第 91 号 情報提供ネットワークシステムセキュリティ評価実施結果の妥当性の評価について 決  定 
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会長  本日は御多用の中、当審議会へ御出席いただきありがとうございます。た

だいまより、令和２年度第６回杉並区情報公開・個人情報保護審議会を開催

いたします。 

 初めに、本日都合により欠席される委員として、事務局からお知らせをお

願いいたします。 

情報・行革担当部長  本日の会議につきまして、欠席される旨の御連絡がありました委員は、阿

部委員、水町委員、加藤委員の計３名です。なお、庄司委員と井口委員は間

もなくいらっしゃるということで連絡を受けています。 

会長  それでは、議題に入ります。本日の審議の進め方ですが、次第としてお配

りしてありますように、前回の会議録の確定を行ってから報告・諮問案件の

審議をしてまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

それでは、資料１の令和２年度第５回の会議録についてですが、事務局か

ら修正や補足説明はありますでしょうか。 

情報政策課長  特段、ございません。 

会長  それでは、委員の皆様から会議録につきまして訂正箇所、御意見などはご

ざいますでしょうか。 

 ないようですので、令和２年度第５回会議録については確定とさせていた

だきます。 

 次に、次第の３に移らせていただきます。報告・諮問事項の審議に入りま

す。まず資料２の「報告・諮問事項」について事務局から連絡事項をお願い

します。 

情報政策課長  資料２に差し替えのページがありますので、御説明させていただきます。

本日、左上に「差し替え」と記載しました報告・諮問事項報告書を席上に配

布しております。ひとり親家庭に関する業務と予防接種に関する業務の２件

については、御面倒ですが、こちらの差し替え分を御覧いただくようにお願

いいたします。大変申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。 

会長  それでは、情報・行革担当部長、諮問文を読み上げてください。 

情報・行革担当部長  諮問文を読み上げて会長に渡す。 

会長  情報・行革担当部長から諮問文を受け取りました。 

本日は年度末で、報告・諮問事項が多くなっております。新型コロナウイ

ルス感染症の感染拡大防止のこともございます。効率的に議事が進められ、

時間短縮が図られるよう、会議の進行に御協力をお願いいたします。 

 それでは、会議次第の裏面の報告・諮問事項の一覧の順に従って、審議を

していきたいと思います。報告第 42 号と諮問第 114 号から諮問第 118 号、

報告第 30 号から報告第 35 号と諮問 92 号から諮問第 104 号、諮問第 105 号、

諮問第 106 号について事務局から説明をお願いいたします。 

報告第 42 号、諮問第 114 号～第 118 号 

報告第 30 号～第 35 号、諮問第 92 号～第 104 号 

諮問第 105 号 

諮問第 106 号 

情報政策課長  報告第 42 号、諮問第 114 号から諮問第 118 号について説明する。 

情報システム担当 

課長 

 報告第 30 号から報告第 35 号、諮問第 92 号から諮問第 104 号、諮問第 105

号、諮問第 106 号について説明する。 
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会長  それでは御報告、御説明いただいた部分について審議をしたいのですけれ

ども、ちょっと多岐にわたりますので、２つのブロックに分けてやりたいと

思います。資料２の表紙の裏の所に諮問案件がありますが、左側に１から

12 まで並んでいる番号がありまして、１、２、３と 12 を御報告いただきま

した。ですので、まず最初に予防接種以外の１、２、３をやって、その後

12 の予防接種のほうをやりたいと思います。まず予防接種以外の１、２、

３につきましてご質問はありますでしょうか。 

委員  １ページになりますけれども、クレジットカードを使うわけですが、クレ

ジットカードのデータというのは余り長期間保存されると困るけれども、す

ぐに消してしまうと後でどのクレジットカードを使ったのか、よく分からな

くなると思うのですが、カード番号の保存はどのようになっていますか。 

会計課長  まず、クレジットカードの情報につきましては、決済時に一時的に使用す

るということで保有はしておりません。 

委員  ということは、後でどの番号を使ったかというのは、確認はもうしない、

しようがないということですか。 

会計課長  クレジットカード会社と各納入者との契約で行っておりますので、クレジ

ットカード会社のＷＥＢなど、あるいは利用明細書で御確認いただく形にな

ります。 

会長  ほかに御質問はございますか。 

委員  それでは私からも、この特別区民税ほか６件については、昨年の同じ時期

に、確かコンビニ交付の課題で取り上げられて諮問されたと思いますが、こ

のデータの伝送が確かＮＴＴデータということで、ここでも話題になって、

それでこの契約が継続ということになっているのだと思うのですけれども、

この委託期間がどの程度なのか、同じ所が継続して行うということの認識で

いいのか、それだけ。 

会計課長  委員御指摘の点はペイジー収納についての諮問についてでしょうか。ＮＴ

Ｔデータと契約をしておりますが、今回、クレジット決済システムは新たに

構築いたしますので、まだ委託先が決まっていない状況です。 

委員  そうですか。分かりました。では、今回また新たに別の所がやるというよ

うな認識でよろしいわけですか。 

会計課長  別になるかどうかはこれからですが、契約はまだしておりません。 

委員  今回はクレジットということで、もう少し広がりを持たされるのだと思う

のですけれども、以前の諮問のときから１年間を経ているわけなのですが、

これによって事故やトラブルなど、何らかのそういう状態があったかどうか

教えてください。 

会計課長  トラブルの情報は区のほうには入っておりません。 

委員  分かりました。それで、立入調査や事故の報告義務という所に「○」をさ

れていますが、その場合にどのように実効性を持たせるかということについ

ての内容、どのように対応されるのか、予定を確認します。 

会計課長  安全性を保つために、行政として教育訓練をしっかりするように指導いた

しますし、また何らかの事故があったときの連絡網などをはっきりきちんと

していきたいと思っております。 

委員  最後に１点だけ。都民税・区民税の個人情報登録票に関してなのですが、



                                                3 

対象となる個人の範囲に利害関係人や家族などいろいろ入っているのです

けれども、その理由は何かということだけ、最後に教えていただきたいと思

います。 

納税課長  利害関係人は、例えば不動産について競売や強制競売が開始されたときに

交付要求を行う、配当を求める処理ですね。その際に登記されている人が利

害関係人という形なので、登記簿謄本に記載の内容、抵当権者や根抵当権者、

参加差押機関、あとは仮差押機関などのことです。 

委員  そこでそれを確認するということは、何らかの滞納とか、いろいろ何か処

分の話があって、それでいろいろな問題が起こったときに交付要求ができる

ようにするということの認識でよろしいわけですね。 

納税課長  そのとおりです。 

会長 ほかに御質問はございますか。 

委員  では、報告第 30 号から第 35 号、諮問第 92 号から第 104 号について確認

いたします。外部委託ということで決済システムの運用とデータ連携とあり

ますが、民間事業者の職員がクレジット決済を行った個人の利用者の名前や

課税、納税などの情報を見ることはできるようになるのでしょうか。 

会計課長  クレジットカード会社には、納付者の情報は保有しないということになっ

ておりまして、全てペイジーで利用しております共同利用センターに納付書

情報、収納情報が集約されるという形になっております。 

委員  ということは、委託会社のほうの職員でも納付情報は見られないというこ

とでいいということですね。あとは共同利用センターへの情報のアップロー

ド・ダウンロード、情報のやり取りというのですか、こちらはどのように行

うのですか。区の職員が行うのですか。それとも、いわゆる委託した民間事

業者がやるのか。また、その件数、頻度、やり取りをする媒体というのは一

体何なのか、ちょっとその辺を教えていただけますか。 

会計課長  11 ページに図がありますけれども、クレジットカード発行会社と指定代

理納付者、それからクレジット決済システムの連携につきましては、ＣＡＦ

ＩＳという決済システムを使っております。そこから共同利用センターに収

納情報が送信されることになりますけれども、杉並区と共同利用センターの

間はＬＧＷＡＮ回線を使いまして、収納情報のダウンロードをするというよ

うな手続になります。 

 杉並区におきましては、情報システム課でアップロードをするということ

になります。ダウンロードにつきましては会計課で行います。 

委員  件数や頻度など、その辺は。 

会計課長  納付情報のアップロードにつきましては、納付書発行の該当がある場合

は、その日のうちに行います。収納情報につきましては、平日は毎日行いま

す。 

委員  これからやるシステムなので、件数の見積りなどは難しいのかもしれませ

んけれども、どれぐらいの件数を見込んでいるのかとか、そういうものはあ

りますか。 

会計課長  これは令和３年度の予算の各所管課で出した件数としては、一応 25,000

件が来年度半年間の分の件数という形で、予算要求の時点では出ておりま

す。今、半年と言いましたのは、クレジット収納を始めるのが来年の 10 月
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以降の予定になっている関係で、そういう形になります。 

委員  では、そうすると、その翌年度などは 50,000 件ぐらいを想定して運用を

開始していくという感じなのでしょうか。 

会計課長  その次の年度につきましては来年度の実績など、その辺を見つつというよ

うな形になるかと思います。 

委員  分かりました。ちなみに、ちょっと個人情報とは関係ないのかもしれない

のですけれども、クレジット決済をしたときのクレジット会社への手数料と

いうのは、利用者の個人のほうが払うのか、区が払うのか、１件当たり幾ら

ぐらいなのか、その辺は教えてもらえますか。 

会計課長  手数料についてですが、クレジット収納につきまして、区の負担分という

のは公平性ということもあり、おおむねコンビニ収納と同じ手数料をシステ

ム運営事業者にお支払いしまして、それ以外の部分につきましては、基本的

に納付者の方に御負担いただくようになります。 

委員  幾らぐらいなのですか、結局。 

会計課長  納付金額によりまして多少違うのですが、おおむね納付額の１％程度とい

う形になります。 

委員  諮問第 105 号の国民健康保険給付についてです。まず、大変疑問なのです

けれども、薬剤情報利用の同意については、マイナンバーカード持参者のみ

と言っているのですが、基本、この外部委託などの連携、情報の取りまとめ

というのは、保険証だけの人でもやっていくのですよね。この辺をもう一度

説明していただけますでしょうか。 

国保年金課長  薬剤情報の管理及び提供のお話ですけれども、基本的に本人確認の取得に

ついては、マイナンバーカードの中にある本人同意を取るということとさせ

ていただいております。したがって、今回の薬剤提供に当たってはマイナン

バーカードをお使いいただく、保険証としてお使いする場合に限るというも

のです。 

委員  このレセプト情報の送信とか、そういったものは健康保険証のみの人でも

やっていくのですよね。 

国保年金課長  レセプト振替事務のことでよろしいですか。これについては御本人という

よりは、そのレセプトの資格情報が間違った形で医療機関から提供された場

合に、それを資格確認で確認して、正しい保険者の請求と振り替えるという

内容ですので、したがって被保険者の方の本人同意というのは取らないとい

う形です。 

委員  要するに本人に確認するのにマイナンバーカードを利用するということ

なのか、よく分からないのですけれども、要するに保険証を持っていて、本

人にその場で同意をしてもらえば、システム的には普通に薬剤情報の管理も

できるのではないですか。 

国保年金課長  単純に受診だけであればマイナンバーカードをお使いにならなくても、通

常の保険証をお使いいただいても当然可能ですが、今回の薬剤情報の提供の

場合については、マイナンバーカードにある利用確認書を使って本人の同意

を得させていただいて、その上で閲覧をするという形になっておりますの

で、基本的にはマイナンバーカードの利用に限られるというものです。 

委員  この 14 ページの薬剤情報の利用の同意という所の下に、その情報利用は
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マイナンバーカード持参時のみとなっていますよね。結局、その薬剤情報を

利用してもいいですよというのが、マイナンバーカードに記録されていると

いうことですか。 

国保年金課長  そうではなくて、通常はマイナンバーカードでその方の本人確認をすると

きに、その後、今回の薬剤情報を見てもいいですよと本人同意を取る経過が

あります。そこは、その経過を経由するためにマイナンバーカードを使わせ

ていただくと。 

委員  だから、それは口頭で取れるわけですよね、目の前に本人がいるのだから。

それとも本人がいないことを想定しているのですか。 

国保年金課長  委員御指摘のとおり、目の前に御本人がいらっしゃるので、御本人に聞け

ばいいのではないかということだと思うのですが、今、国から上げられてい

る資料は、マイナンバーカードの本人同意を得てという形になっております

ので、そのようにお答えさせていただいたというところです。 

委員  要するにマイナンバーカードを使わなくてもできるのに、わざわざマイナ

ンバーカードを使えと国が言っているから、こういうシステムになったとい

うことですね。 

国保年金課長  今回のこの制度については、10 月に施行を考えております。したがって

今が決定事項ではない、つまり工夫もあり得るという内容は出ております

が、現状では委員御指摘のとおり、「マイナンバーカードの本人同意を得て」

という記載のみですので、私どもはそのようにお答えさせていただいている

というところです。 

委員  これから変更があるかもしれないけれども、今、国からの指示ではマイナ

ンバーカードを使って本人同意を取れと、本来そこに本人がいるのにという

ことですね。大変疑問に思います。 

 諮問第 106 号について。この給付金の年金生活者支援給付金ですか、こち

らの給付金の支給は区内で今はどれぐらいあるのでしょうか。ちょっと件数

が書いていなかったもので、そこを確認したいと思います。 

国保年金課長  支給件数については、これは私どもの所を事務的には経由いたしますが、

その後に年金機構のほうで一括支払になっていますので、杉並区の支給件数

が何件かというのは、ちょっと把握しておりません。 

委員  杉並区で突合された、実際にこちらからデータを渡している件数というの

は何件になるのですか。 

国保年金課長  全体の中で突合している件数については、ちょっと今は手元に資料があり

ませんので、すみませんが後ほどお答えさせていただきます。 

会長  ちょっと次に移る前に、今の委員の質問に答えられますか。 

国保年金課長  先ほどの件数ですが、受給者のうち老齢基礎年金受給者の方が約 54,500

人、それから障害基礎年金の方が 5,100 人、それから遺族基礎年金受給者の

方が 200 人となっております。 

委員  その杉並区から渡しているデータと突合するというのは、杉並区内で突合

して、この人が対象ですよと渡しているわけではないということですか。実

際のその年金の全体を年金機構に渡しているという、そういう認識でいいの

でしょうか。 

国保年金課長  まず、その対象者と思われる方の基礎年金番号を付与したものを年金機構
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から頂きます。それで私どもで保管している基礎年金番号と突合させて、同

一の方というのを特定した上で、その所得の部分を年金機構にお渡しすると

いう流れです。 

委員  その突合作業は杉並区でやっていて、実際に突合した、はじかれていない

数は今の 50,000 件、5,000 件、200 何件という数なのですか。それとも今の

は全体でという意味合いだったのですか。 

国保年金課長  全体でということです。 

委員  結局、この突合しているというのも、突合と言うとＡグループ、Ｂグルー

プがあって、同じ番号の人、同じ人が何件いるかというのを当てていく作業

ですよね。その当たった件数と言うのですか、ヒットした件数というのは把

握していないということでいいのでしょうか。 

国保年金課長  国民年金、つまり私どもが現在持っている基礎年金番号の方が、全体の２

割程度です。したがって、年金機構から上がったうち２割は、私どもが現在

持っている基礎年金番号と突合することによって所得を把握することがで

きるのですが、それ以外の方については残りの４情報を使って特定し、所得

を把握して年金機構にお渡しするという流れです。 

委員  分かりました。年金機構の情報のほうが多いということだったのですね。 

国保年金課長  そうですね、基礎年金番号をお持ちの方のうち、国民年金の基礎年金番号

を持っているのが全体の約２割なのですね。それ以外の方については、私ど

もも基礎年金番号を把握しておりませんので、したがって、今、申し上げた

ような手順になるというところです。 

委員  分かりました。状況が理解できました。今回、目的外利用する介護保険の

ほうの件数というのは、何件ぐらいになるのですか。 

国保年金課長  逆に介護保険については、年齢層で年金でお払いいただいている方も多く

いらっしゃいますので、ほぼ残りの８割分については、介護保険の今回の諮

問を通していただいて実施できれば、把握できるようになるかなとは考えて

おります。 

委員  そうすると、結局何件ぐらいになるのですか。規模がちょっと知りたいの

です。 

国保年金課長  申し訳ございません。その規模については、まだ現在は手処理の作業のま

まだったものですから、今は数字を持ち合わせておりません。 

会長  次に行く前に、今、委員からありました諮問第 105 号についての質疑応答

の確認ですけれども、先ほどの主管課からの説明はこういうことでしょう

か。窓口において健康保険証では顔写真がないので本人確認に使えません

と。それに対して本人確認にはマイナンバーカードを使いなさいと、国から

指示されているという意味でしょうか。 

国保年金課長  先ほど答弁させていただきましたのは、マイナンバーカードで提示されて

本人は確認できるのですが、今回の、例えば薬剤情報の提供についての本人

同意については、そのマイナンバーカードの中に設置されている同意のシス

テムを使って行うというものです。 

会長  それが窓口でも必要になるということなのですか。 

国保年金課長  はい、窓口で例えば薬剤情報について閲覧したいと。それで本人は「いい

ですよ」と言った場合には、今、申し上げたような手順で本人の同意を頂く
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という形になっているというものです。 

会長  分かりました。ほかに御質問はございますか。 

委員  最初に諮問第 92 号から第 104 号の中のクレジットカードの収納事業に関

してなのですけれども、私が前回の決算特別委員会で担当課に税金をクレジ

ットカードを使ったらどうだというような提案をしたら、そのときに安全性

と庁舎内の整備又はその手数料の問題が発生してできないというような話

があったのですけれども、それは急に変わったというように認識しているの

ですが、何をクリアできたのか、ちょっとお願いいたします。 

会計課長  会計課が代表してお答えいたしますが、クレジット収納につきましては行

革推進計画やアクションプランの中で導入するというような方向にはなっ

ておりました。ほかのＱＲコード決済などにつきましては、まだ未定だとい

うことを申し上げたと思うのですけれども、クレジット収納に関しては、窓

口での収納についてという意味では導入はいたしませんけれども、今回はパ

ソコン、スマートフォン、タブレットを使ってのクレジット決済はできると

いう趣旨です。 

委員  そうすると、これはクレジットカードで決済できるわけではないというこ

とですか。 

会計課長  パソコン、スマートフォン、タブレットを使いまして、ネットバンキング

ではなく、クレジットカードによってクレジット決済をするということで

す。 

委員  分かりました。窓口に行ってクレジットカードを出して、そこで何かでき

るというのではなくて、自宅のパソコンとかタブレットで、そこで自分でク

レジット番号を入力して、その代行機関に入り込んで、それで決済するとい

った話ですね。 

会計課長  そのとおりです。 

委員  よく分かりました。それでは次の諮問第 105 号なのですが、新住民情報系

システム、これは最近構築できたと思うのですけれども、現在はデジタル庁

が発足していて、地方行政も全て統一化したひな型を使うような方針になっ

ておりますけれども、これというのは、それで何かひずみというか、やりに

くいこととか、そういうことはあるのか、ちょっと教えていただきたいので

すが。 

国保年金課長  委員御指摘のとおり、今、国ではそういう方針をお立てになっているとい

うことは存じております。今回のこのシステムは、健康保険に関わる様々な

情報が同一のシステムの中で運用できるという目的の下スタートしたもの

ですので、今後、今の国のスタンスに擦り合わせていく必要があるのかどう

かは、私どもは注視していきたいと思っております。 

委員  まだ、これからだということで、認識してよろしいですね。 

国保年金課長  はい、結構です。 

会長  ほかに御質問はございますか。 

委員  では端的に、諮問第 92 号から第 104 号のクレジットカード決済なのです

けれども、先ほどＣＡＦＩＳについて言及があったかと思いますが、他の委

員のやり取りでもちょっと触れていたのですけれども、ＣＡＦＩＳのホーム

ページを見ると、今はコード決済、ＱＲ決済とかＬＩＮＥ Ｐａｙ、Ｐａｙ
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Ｐａｙの支払をできるようにしていて、むしろ今はそれを推進しているよう

に見受けられますが、今後のところで言えば、そのような支払方法も検討し

やすくなったというのが、ＣＡＦＩＳの活用に含まれていると認識してよろ

しいかを伺います。 

会計課長  今回はクレジットカード収納の御諮問を受けているので、そこまでＣＡＦ

ＩＳの性格について勉強しているわけではありませんけれども、様々な決済

手段については検討しやすくなったのではないかなと思っております。 

委員  分かりました。ありがとうございます。諮問第 105 号の国保ですけれども、

この薬剤情報というのは具体的にどの程度の情報か、おくすり手帳に書いて

もらうぐらいの情報になるのかどうかを伺います。 

国保年金課長  委員が御指摘のおくすり手帳とほぼ同等ですが、調剤年月日、処方医療機

関、あとは入院・外来等の処方区分等が記載した内容と理解しております。 

委員  分かりました。そうすると全面的にとはいかないかもしれないですが、お

くすり手帳的なものも、このマイナポータルの側に寄っていくというような

未来が見えてくるのかなと思っております。 

 同じ話で、医療費情報については、今は定期的に郵送で圧着ハガキなどで

頂くと思うのですけれども、これもマイナポータル側で同じように表示さ

れ、通知の仕方としてもそちらの方向に寄せていくようなイメージかどうか

伺って終わります。 

国保年金課長  委員が御指摘のとおりです。 

会長  それではこれから御意見を頂戴するのですが、御意見を更に分けまして、

まず裏表紙の所の１、いわゆるクレジットカード決済に関するところの諮問

第 92 号から第 104 号までの御意見を頂きたいと思います。その後、諮問第

105 号、第 106 号と分けていきますので、クレジットカード決済の諮問第 92

号から第 104 号までに関して、御意見ございますでしょうか。 

委員  今回のクレジット決済というのは、利便性は高まるというところで、諮問

自体は私も反対はしませんが、決済した後にクレジット会社からお金を引き

落とすときに残高が足りなくなっていたとなった場合、利用者にとっては負

債になるというところで、いわゆる区の分割納付や納付の延期とか、そうい

う手続が取れなくなってしまうという懸念がよく言われております。ですの

で、そういった点の説明をきちんと利用者のほうにもしていただくことを要

望いたしまして賛成といたします。 

会長  ほかに御意見はございますか。 

委員  納付書のことなのですけれども、結局毎年、区民税の納付書というのが区

のほうから送られてきますが、その納付書を送ってきた中に、このクレジッ

ト決済の仕方のこととか、その説明は同封されるのでしょうか。 

課税課長  納付書には、決済方法などはホームページや広報等を御参照してください

というような御案内をさせていただきます。クレジット決済についての手続

方法の説明は、同封の予定はしておりません。 

会長  ほかに御意見ございますか。それでは諮問第 105 号です。国民健康保険給

付に関する業務の外部委託について、御意見ございますでしょうか。 

委員  先ほど質疑させていただいて、システムの在り方に大変問題があるなと認

識いたしました。本人が目の前にいるのに、マイナンバーカードの本人の同
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意機能を使わなければいけないというような薬剤情報利用をしたいという

方に、無理やりマイナンバーカードを持たせるという圧力にもなると思いま

す。マイナンバー個人番号制度そのものに問題があるというところ、廃止を

求める立場から、この諮問については反対とさせていただきます。 

委員  私は先ほど質疑が諮問第 104号で一度切ったのかと思って、諮問第 105号、

第 106 号にも質疑がしたいのですが。 

会長  では、質問に続けて御意見で構わないです。 

委員  第 105 号です。12 ページになりますが、今回このことによって３つ委託

するわけですが、何が変わるのか、よく分からないです。レセプト振替はい

いです。それとは別に薬剤情報の管理です。それから医療費情報の管理、こ

れはできるようになるということなのですが、どういう所でできるのか。つ

まり説明によると、「保険医療機関等」とありますけれども、これは病院や

診療所の窓口ということなのでしょうか。それとも薬剤とありますから、薬

をもらいに行きますよね。薬局と言っていいでしょうか。調剤薬局ですね、

そういった所も含んでいるのかどうかを教えてください。 

国保年金課長  薬剤閲覧につきましては医療機関とともに、薬局においても閲覧可能と考

えております。 

委員  そうしますと、なぜ調剤薬局で薬の情報までも、つまりオンラインでつな

いでいるわけですけれども、見ることが必要なのか、そんな場面というのは

あるのでしょうか。 

国保年金課長  現在も、いわゆる重複服薬という形で、同じ時期に複数の医療機関から診

察を受けて薬を頂いた場合に、薬同士の働きが強くなってしまったり、若し

くは副作用が出るという可能性もあります。そういう面で服薬指導というも

のが薬局のほうでも行われているわけですが、この閲覧をすることによっ

て、それまでどのような薬が処方されているのか、そこを見て、例えば必要

であれば、医師への疑義照会も可能となりますので、それまで有効かなと考

えているところです。 

委員  そういった作業は、お医者さんが薬の処方箋を出すわけですよね。そのと

きにやればいいのではないかと思うのです。それは調剤薬局に行って、そう

いう話をして、では、お医者さんが書いた処方箋とは違う薬を処方するなど

ということはあるのですか。それともお医者さんに、「これ、先生、おかし

いんじゃないですか」と言って問合せするとか。それで「これ、このように

変えていいですか」とするとか、そういったことなのでしょうか。 

国保年金課長  委員が御指摘のとおり、このケースというのは１人のお医者さんが処方し

た医療と違う医療機関で処方された医療が同じような薬の場合、先ほど申し

上げた副作用が生じたり、今度は薬同士の働きが強くなってしまったり、そ

ういうケースが生じるわけです。そういうのを調剤薬局のほうで、前のもの

を閲覧することによって、医師のほうに疑義照会や情報提供をするというも

のでありまして、実際上、診療報酬の中でも服用服薬調整支援料という形で

診療報酬化されておりますので、そういったことが、より簡便にできるよう

になるというものです。 

委員  今おっしゃったような作業というのは、お医者さんが処方箋を出すとき

に、それはしないのですか。 
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国保年金課長  少なくとも服薬指導に調剤薬局は入っておりますので、薬局においても同

様な指導が可能と考えているところです。 

委員  薬局においてもということは、お医者さんのところでも可能だということ

ですよね。薬局の人が病院に電話して、「先生、これはおかしいですよ」な

どと言うようなことがあり得るのかどうか、ちょっと私は分かりませんけれ

ども、そういった作業はお医者さんの時点でやっていれば十分なのであっ

て、そのデータがわざわざ薬局まで行くということに対して、全く必要ない

と思っています。 

 もう１つ聞きます。医療費情報の管理ということですけれども、例えば高

齢者の方でも保険料が１割負担、２割負担ですか、何か年収によって負担割

合が違いますよね。そういったことは医療費情報の管理から分かるようにな

るのではありませんか。 

国保年金課長  この医療費情報の管理及び提供は、現在は医療費通知という形で皆さんの

ほうに通知させていただいている内容と、ほぼ同様と考えておりますので、

基本的には 10 割の内容を示させていただくというところです。 

委員  10 割だけでしたか。「掛かった費用 10 割はこれなのだけれども、あなた

が負担したのは何割ですよ」と、分かるようになっていたのではなかったで

したか。 

国保年金課長  委員御指摘のとおり、一部負担金についても記載されているとのことで

す。 

委員  ということは、保険料の実際の支払額の基礎になる、その方の収入の割合、

収入の多い人は負担割合が高くなっているわけですけれども、そのことも分

かるということですね。確認します。 

国保年金課長  金額上は一部負担を払っていただいた金額が、きちんとそこに明記されて

くるというものです。 

委員  質疑は終わったので、意見でいいですか。 

会長  諮問第 105 号に関して。 

委員  諮問第 105 号に関しては、そのようなデータをお医者さんの所でとどめて

おくのならまだしも、薬局にまで、つまりそこまでオンラインでデータを回

すようなことは全く必要ないと思います。前回 12 月の審議会でも似たよう

なことはありましたけれども、こういったことには反対です。 

会長  では、諮問第 106 号に関して、続けて委員から質問と御意見ですね。それ

から、ほかの委員から第 106 号の御意見という順番で伺いたいと思います。 

委員  第 106 号です。まず、この業務は福祉の制度として珍しいというか、日本

の福祉は申請主義なわけですが、そうではなくて、「あなた、届出をすると

年金生活者支援給付金をもらえますよ」とハガキが来るという、そのような

仕組みになっていて、そのお知らせのための調査であると、そういうことで

いいのですか。 

国保年金課長  委員御指摘のとおりです。 

委員  だから、それはいいことなのですが、ちょっと分からないのは、つまり区

が基礎年金番号を２割しか持っていないということなのですけれども、非常

に何かシステムとして、もっと簡便にできないのかなと思うのですが、１つ

聞きます。基礎年金番号を突合するときに、まさか手入力などはしていない
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ですよね。つまり年金機構からデータベースでボンとやってきて、それを区

のシステムに突合すれば一発でパッと出ると。この人は基礎番号が分からな

いということが判明したら、その後、基礎年金番号をたくさん抱えているデ

ータベースを区の中で探したら介護保険があったので、「じゃあ、ここと突

合するのがいいね」と。そして「そこと突合をしてもいいよ」と国が言った

からそうするのですよと、そういうことでしょうか。あとは手作業かどうか

もお願いします。 

国保年金課長  作業は手作業はいたしません。あくまで突合は機械上でぶつけるというと

ころであります。あとは、私どもの所管が国民年金を扱っている所ですが、

残念ながら持っている基礎年金番号は約２割程度というところでありまし

て、介護保険においては、実は介護保険料というところで多くの高齢者の方

の基礎年金番号をお持ちになっているということがありますので、そちらを

今回は利用させていただいて、適切な処理を進めていくというものです。 

委員  分かりました。突合自体は全然問題ないと思うのですが、何かすごくまど

ろっこしいことをやっているなと思いました。以上です。 

会長  他に御意見ございますか。それでは、左側の１、２、３については終えま

した。続いて 12 です。予防接種に関することについての質問をまず受けて

から、御意見を頂きます。 

 少しだけ、進行状況をお伝えしておきます。今、16 時で大体会議の半分

ぐらいの時間を費やしたのですが、本日、審議事項は大体６グループありま

して、その６分の１の半分ぐらいで１時間を使っていますので、質問はなる

べく簡潔にお願いします。ですから、「こうこうこう思うのだけれども」と

いう部分は、最初の「思う」部分は要らないですので、質問として「こうで

すか」というところで切っていただいて、「思う」ところは、後ほどの意見

のときに言っていただくと、少し簡潔になるかと思いますので、進行につい

て御協力ください。 

 どうしても遅れた場合には、本来終了時刻で 17 時には帰らなくてはいけ

ないという方がいらっしゃれば、あらかじめ質問しようと思っていたかを御

確認した上で、その方の御質問を先に前倒しで進めますが、なるべく全部ま

とめて 17 時に終わりたいと思いますので、御協力をお願いします。 

 それでは、報告第 42 号、諮問第 114 号から第 118 号に関して御質問はあ

りますか。 

委員  １点だけ質問させてください。予防接種業務を委託する民間事業者は、ど

のような対象を想定していますか。 

新型コロナウイルス

予防接種担当課長 

 医療法人を母体とした会社です。 

会長  ほかに御質問はございますか。 

委員  ２点質問させていただきたいと思います。民間事業者に外部委託すること

の目的として、ただ密にしないためだけなのか、それとも専門的にそちらの

業者で診ていただく接種者がいるのか。あと、接種後の副作用についての問

診は民間委託業者からどのような形でフローチャートの中で進むのか、情報

を吸い上げるとしたら、どうなるのか教えていただきたいと思います。 

新型コロナウイルス  まず、民間事業者を活用する理由ですが、16 歳以上の全区民への接種体
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予防接種担当課長 制の確保を求められている中で、区医師会、医療機関のみでは十分に対応で

きないという理由からです。また、フローチャートの中でということですが、

予診票の動きということでよろしいですか。 

委員  吐き気やめまいなどの副作用が起きるということがあるではないですか。

医療機関だったら、そのまま受診して、その後また通うことはできると思う

のですが、民間事業者ですと、その後のフォローというか、どうやって副作

用を伝えるのか。それを吸い上げないと、区は意味がないと思うのです。フ

ローチャートの中で情報の行き交うルートを教えていただきたいのですが。 

新型コロナウイルス

予防接種担当課長 

 まず、副反応が発生したときですが、接種会場で何らかの副反応が生じた

場合には、現場の医師が対応することが１つです。また、副反応に関する情

報ルートですが、予防接種法における副反応等の報告制度、こういったもの

に基づき、病院若しくは医師が厚生労働大臣へ報告を行います。なお、区の

集団接種会場における副反応については、区職員も情報共有をしながら対応

することになります。 

委員  直接吸い上げるということですか。かしこまりました。 

会長  ほかに御質問はございますか。 

委員  １点だけ。今の質問に関連するのですが、ワクチン接種実施フロー図の中

で、最終的にこのデータは杉並区に蓄積されると認識しているのですが、誰

が打って打たなかったは国に行くのかどうか、杉並区で止まるのかを知りた

いのです。副反応なども、この人が起きたということがきちんと照合できる

のかを知りたいのです。 

新型コロナウイルス

予防接種担当課長 

 自治体向け説明会では国に情報が行くということになっておりますが、詳

細についてはまだ知らされていないところです。 

委員  この最後の接種後の赤いラインは、最終的にＡからＥに行くということで

よろしいですか。 

情報政策課長  このフローの段階では、区の接種について誰が接種したというのは、区の

内部で止まっています。今、報道で様々にマイナンバーカードを活用して、

国に接種の状況を流してくれという報道がなされておりますが、それについ

てはまだ具体的なところが国から出ておりませんので、このフローには入っ

ておりません。 

会長  ほかに御質問はございますか。 

委員  根本的なところからお聞きしたいのですが、今回、差し替えになったので

すよね。どこが変わったのかが、おっしゃっていたのが私は聞き取れなかっ

たのか、どこのページのどこが変わったのですか。 

情報政策課長  予防接種業務に関する部分で変わった所ですが、38 ページの事務事業の

概要の内容の電算入力ですが、新しく「接種券番号」等 14 項目と書いてお

りますが、当初お配りしたのが 15 項目になっておりました。それが１点で

す。 

 続いて、40、41 ページ、それぞれ外部委託記録票ですが、委託に係る個

人情報の項目の部分で、これが両方とも健康状態、傷病等の状況、予防接種

の状況が先般郵送したものは２個ずつ入っておりました。そこを１個にまと

めているところです。 

 それから、お送りした 41 ページの外部委託記録票ですが、諮問年月日が



                                                13 

令和２年２月 26 日となっておりましたので、本日、席上で令和３年に直さ

せていただいているところです。 

 初版は誤植が多くて大変申し訳ございませんでした。内容的に送付したも

のと変わっている所はありません。 

委員  一番最初の差し替えのときに、そう説明をしていただきたかったと思いま

す。私らは事前に渡されたものを読み込んできているので、中身が変わって

いると、質問内容や意見が変わってくるので、その辺をよろしくお願いしま

す。 

 質問させていただきますが、40 ページで、今回、再々委託は円滑に迅速

に確実に終了させる必要があるためとおっしゃっているのですが、再々委託

をすると、それがなぜできるのか教えてください。 

新型コロナウイルス

予防接種担当課長 

 再々委託はしない形です。 

委員  再委託すると、なぜこれができるのか。 

新型コロナウイルス

予防接種担当課長 

 再委託の業務といたしまして、コールセンターオペレーション業務、会場

の設営業務、予防接種票の配送業務、サーバーシステムの運用の保守管理業

務において、再委託を許可する予定です。これらを通してつつがない実施に

向けて努めていくところです。 

委員  そうすると、委託する業者はそういう専門業者ではなくて、取りまとめを

行う委託業者になるのですか。 

新型コロナウイルス

予防接種担当課長 

 業務は多岐にわたりますので、そのような形の取りまとめ業者となりま

す。 

情報政策課長  補足させていただくのですが、今回、業務が多岐にわたるのと、全国一斎

にこの業務を行っております。そうしたことから、多くの区民の方から例え

ばコールセンターにお電話が来る。これに対応するためには、１つの事業者

だけでは人員的に足りない部分がある。そういったところも含めて再委託ま

でという形で考えているところです。 

委員  再委託までということは、再々委託はやらないというところで、そういう

契約を結ぶということでよろしいでしょうか。 

新型コロナウイルス

予防接種担当課長 

 そのとおりです。 

委員  もう１つ、40、41 ページ、それぞれ外部委託記録票となっているのです

が、ここで書いてある委託先の民間事業者、40 ページの民間事業者と 41 ペ

ージは委託先に医師会、医療機関プラス民間事業者が入りましたということ

になっているのですが、これは同一の委託会社ということになるのですか、

それとも別々となるのですか。 

新型コロナウイルス

予防接種担当課長 

 別の業者になります。 

委員  そうすると、41 ページは予防接種業務について委託をするということだ

と思うのですが、予防接種業務は本当に医療機関がやっている注射を打つと

か、そういうところまで民間の事業者がやるということなのでしょうか。ま

た、予防接種はいろいろあると思うのですが、今回のワクチンの接種以外に

も、今、年間を通してほかの予防接種をやっていると思うのですが、今回委
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託する民間事業者については、どこまでの範囲なのか教えてください。 

情報政策課長  委託記録票があるのですが、40 ページの委託内容については、問合せや

コールセンター、会場設営も含めてということです。もう１つ、41 ページ

の予防接種の接種業務の民間事業者ですが、これは基本的に医師会と医療機

関だけでは、数的に注射する人が足りないといったことがあります。短期間

に一斉に区民に速やかに注射するために、41 ページの民間事業者は当然会

場設営もできます。かつ、そこで注射を打てるお医者さんや医療機関も持っ

ている所、そういった所に予防接種業務を委託する形になります。また今後、

様々な予防注射はありますが、これについて民間事業者を活用するという考

えではなくて、今回、本当にコロナウイルスのワクチンを短期間に大勢の人

に接種するためという形で、民間事業者を入れています。 

委員  そうすると、フロー図で民間事業者というＢが２つあるのですが、これが

別々の事業者だという認識でいいのですよね。 

情報政策課長  ２通り考えていただければ結構なのですが、ワクチン接種会場のＤの予防

接種実施医療機関、これは何とか病院といった所がやる場合があります。そ

の場合、現場で本人確認や会場設営するのはＢの事業者と一緒になります。

もう１つのパターン、会場全部の運営を任せるパターンです。これについて

は、ＢとＤ、それぞれ同じ会社の人という形を考えております。 

委員  分かりました。今の説明を聞いて、何となくイメージができました。もう

１つ、予約管理システムについてですが、この運用管理も委託事業者が行う

ということでよろしいのでしょうか。 

新型コロナウイルス

予防接種担当課長 

 そのとおりです。 

委員  そうすると、紙で来たものを打ち込んでということになると思うのです。

誰が予防接種をしたかどうかは、事業者の方々は見えてしまうということで

すね。 

新型コロナウイルス

予防接種担当課長 

 御指摘のとおり名前は分かります。 

委員  分かりました。今回、外部委託がどちらとも継続となっているのですが、

これは来年度１年間では終わらないからということなのか、それとも今年度

から準備で契約が始まるからということなのか。実際の委託期間は、今どの

ように想定されているのでしょうか。 

新型コロナウイルス

予防接種担当課長 

 委託期間は年度末までになります。 

委員  いつまで、今年度、来年度。 

新型コロナウイルス

予防接種担当課長 

 令和３年度末です。 

委員  そうすると、業務委託期間は単年度でいいのではないですか。 

情報政策課長  これは本当に様式の使い方といったところになりますが、今回、あくまで

も予防接種事業という中でコロナワクチン接種を行いますが、予防接種事業

全体でいきますと継続という形になります。 

会長  ほかに御質問はございますか。 

委員  １回目接種を受けて、その後、杉並区のほかの所に転居した人の場合、こ
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のシステムで追えるのでしょうか。つまり、マイナンバーを使ったほうが追

いやすいのだと聞いたのですが、どうなっていますか。 

情報政策課長  マイナンバーのところで、先ほども少し触れさせていただいたのですが、

今、国でもマイナンバーを活用すれば、どこに引っ越ししても、その方がい

つ受けたかが分かると報道されていますが、その辺詳しいところがまだ区に

入ってきておりませんので、マイナンバーを活用した接種の追跡は、今のと

ころはこちらに入っておりません。 

委員  既に自治体には予防接種の台帳がありますが、それではそういったことは

追えないのですか。つまり、今まで２回接種するのは結構あると思いますが、

追えなかったのですか、追えないのですか。 

新型コロナウイルス

予防接種担当課長 

 追えます。 

会長  ほかに御質問はございますか。 

委員  Ｖ－ＳＹＳについて伺いたいのですが、Ｖ－ＳＹＳというのは、国が行う

ワクチンの薬剤を配布するシステムと私は理解していたのですが、ここには

接種医師を入力するということが書いてあります。それは集団接種のみの話

なのか、それとも杉並区が個別の診療所で接種されるか分からないのです

が、そういった医師の場合にも、そこに入力されるということでしょうか。

それで、何のために必要なのか教えてほしいと思います。 

新型コロナウイルス

予防接種担当課長 

 ワクチンの供給に関しての医療機関の登録になります。 

情報政策課長  今、委員が御指摘のＶ－ＳＹＳでワクチンの配布についても入力は行いま

すが、今回につきましては、個人情報の審議会ということで、ワクチンの配

送量については個人情報が絡まない関係でこちらにはのっておりませんが、

Ｖ－ＳＹＳでワクチン配布は行う形になっています。 

委員  実施フロー図の中に医師情報を入力という言い方がされていて、先ほど医

師情報が接種医師だと御説明されたと思うので、そこの意味が分からないと

いう意味です。 

情報政策課長  これはＶ－ＳＹＳのもう１つの役割として、例えばどこの特設会場で、ど

のお医者さんが打つのか、また針の管理やワクチンの保管管理、そういった

ものは誰がやるのかといったところをＶ－ＳＹＳで管理する形になってい

ます。 

会長  ほかに御質問はございますか。 

委員  教えていただきたいのですが、同じような質問はあったかと思うのです

が、フロー図で言うと、ワクチン接種会場のＢに民間事業者がありますと。

これだと会場スタッフと書いてあるのですが、先ほどの説明だと、この民間

事業者も主体となって接種行為を行うみたいな話があったのですが、それは

医師法上大丈夫なのか。民間会社で医師を雇うことは、多分できないと思う

のです。だから、そこが曖昧なのかと。それと同時に、医療法人が母体とな

った会社に委託するということですが、医療法人が会社の経営を医療法上で

きるのかなという気がしています。建前と本音があるとは思うのですが、そ

の辺はしっかりとしたルール作りをしてほしいと。以上、そこはお聞きした

いです。 
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 もう１点、予約管理システムを民間事業者に委託します。これは多分区の

委託事業者と。区の情報管理をしている所だと思うのです。そことワクチン

接種会場のＢとＤが外部接続して情報交換することになっている感じで、今

回、42 ページにＢの民間事業者の外部結合があるのですが、医療機関との

外部結合は何かいろいろ諮問だったりとか、ルール決めだったりとかという

のは、既に終わっている話なのですか。それともそこは要らないという話な

のですか。そこの２点を教えてください、３点か。 

新型コロナウイルス

予防接種担当課長 

 １点目ですが、株式会社が請け負うことになります。 

委員  株式会社が雇った医師が接種するということなのですか。株式会社は医者

は雇えるのですか。 

情報政策課長  補足させてください。株式会社に医師も所属していると聞いております。

ですので、そこの会社にいるお医者さんとか看護師さんが接種して、ほかの

事務とか、そういったスタッフの方が会場設営を担うという形になると聞い

ております。 

委員  ２点目の医療機関に対する外部結合は、諮問等は終わったことなのです

か。 

情報政策課長  委員がおっしゃっているのはＢとＤの間にある黒い線の予約状況確認の

ことでしょうか。 

委員  はい。 

情報政策課長  外部結合ですが、区のシステムとほかのシステムを結合する際に出すもの

ですので、今回の諮問案件には入ってきてないということです。 

委員  そうすると、個人情報の外部提供みたいな話にはならないですか。区の持

っている個人情報を医療機関に提供するという意味で、第三者に提供という

ことにはならないのですか。予約状況も含めて。ここは別にいろいろな過去

の病歴とか、あるいは個人の氏名や住所とかの情報のやり取りはしないとい

うことなのですか。 

情報政策課長  ＤがＢのシステムを見るのですが、基本的に何人の方が今日自分の所に予

約しているのかを氏名ではなくて接種券番号等で確認します。 

委員  ここでは個人情報のやり取りはないということですか。 

情報政策課長  そうです。 

会長  ほかに御質問はございますか。 

委員  ワクチンの接種は医療行為であるので、医療法上は多分、基本的に集団の

会場においても、医療機関が巡回診療という形でやるものだと思うのです

が、株式会社ということも聞いたので、私も分からなくなったのですが、そ

れについてはここの審議会の話ではないとは思うのですが、医療法上のクリ

アについてはもう少し確認をされたほうがいいのかということをお願いし

ておきたいと思います。 

会長  ほかに御質問はございますか。質問は大丈夫ですか。それでは、私から質

問を。今日配布された 45 ページのフロー図に沿って確認です。青い色の①

の接種対象者データ送付が接種券番号と生年月日のみとなっていますが、一

応、これは本当に番号と生年月日のみなのかについて、いかがでしょうか。 

新型コロナウイルス  御指摘のとおり、そのとおりです。 
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予防接種担当課長 

会長  ありがとうございます。その真下にいって、赤四角の３ですが、接種状況

データ送付ということで、今度は杉並区に返事が返ってくるのだと思うので

すが、こちらはそういう意味だと、接種番号によって接種しているのか、し

ていないのかが返ってくる形でしょうか。それとも、例えば接種者の番号一

覧が来るのかとか、この返り方について教えてください。「○」、「×」が付

いて返ってくるのか、「○」の人だけ返ってくるのかが分かれば、教えてく

ださい。 

新型コロナウイルス

予防接種担当課長 

 全てです。 

会長  それで、「○」、「×」が付いて返ってくるという形ですか。 

新型コロナウイルス

予防接種担当課長 

 はい。 

会長  分かりました。最後ですが、そちらの民間事業者が持つ予約管理システム

というのがあるのですが、これについてはシステムとしてはほかの自治体と

共用になるのか、それとも杉並区専用のものになるのでしょうか。 

新型コロナウイルス

予防接種担当課長 

 専用のものになります。 

会長  ありがとうございます。では質問は終わりましたので、御意見を伺いたい

と思います。質問がありますか。 

委員  改めて確認させていただきます。今のお話だと予約管理システムの中で

は、個人を特定できる個人情報は管理されないという認識でいいでしょう

か。それとも個人が特定できる氏名やそういうものも入ってしまっていると

いうことなのでしょうか。 

新型コロナウイルス

予防接種担当課長 

 ここで管理されるのは、接種番号と生年月日になりますので、そういった

意味では個人情報の管理になります。 

会長  確認ですが、青の③で、氏名等の入力はないということですね。 

新型コロナウイルス

予防接種担当課長 

 名前の入力はありません。 

委員  そこの情報を見て個人情報であっても、特定の誰だというふうに個人の名

前や住所が分かるということは、この予約管理システムを扱っている業者の

方々はないということでいいのですよね。というのは、杉並区も結構著名な

方々がいらっしゃるので、打ち込みの人や管理の人が、この人はワクチンを

打ったんだと見えるのかどうなのか。 

情報政策課長  予約システムの中に御本人の名前、住所を入力する形では考えておりませ

ん。 

会長  ほかに御質問はございますか。 

委員  私も質問したかったところは、会長のほうでしていただいたのですが、ワ

クチン接種は任意だということなので、接種対象者のデータを磁気媒体で渡

すことになっているのですが、その場合に全部の対象者のデータを渡す必要

があるのかどうかなのですが、そこはいかがなのでしょうか。 

新型コロナウイルス

予防接種担当課長 

 御指摘のように接種は任意ですが、要は受ける受けないは、その方の判断

になりますが、予約のためには必要なものですので対象者全員になります。 
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委員  あらかじめ渡しておかないと、なかなかそれがマッチングできないという

ことで、そうせざるを得ないということですね。その場合には、先ほども確

認がありましたが、氏名等は全く分からない状態になっているということで

よろしいわけですね。 

新型コロナウイルス

予防接種担当課長 

 そのとおりです。 

会長  ほかに御質問はございますか。それでは、意見に移りたいと思います。御

意見はございますか。 

委員  今回、民間事業者再委託の禁止が条件として付されていなくて、再委託が

可能ということになっておりますが、質疑の中で再々委託は明確に禁止する

というお話と、これほど大規模な事業ということで必要性があるというふう

に私も確認いたしましたので、今回の諮問については反対はしません。賛成

です。 

委員  どんどん進めていただきたいと思うのですが、先ほどちょっと申し上げた

とおり、医療法上の問題をクリアにした上で進めていただきたいなと。決し

て反対するわけではないですが、そこは曖昧にしないでいただきたいと思い

ます。以上です。 

会長  それでは、報告第 30 号から報告第 35 号、報告第 42 号は了承として、諮

問第 92 号から諮問第 106 号、諮問第 114 号から諮問第 118 号は決定といた

します。 

 これは 17 時には終わらないので何時までなのだと言われると私も答えよ

うがないのですが、17 時半までに延びると仮定した上で、17 時に帰らない

といけないという方がいれば手を挙げていただければと思います。委員はあ

らかじめ質問したい諮問番号はありますでしょうか。 

委員  私は２問あります。諮問第 108 号、諮問第 110 号です。 

会長  委員も、お帰りになりますか。質問は特にはないですか。 

委員  大丈夫です。 

会長  分かりました。諮問第 108 号、諮問第 110 号だとちょうど分かれてしまっ

たので、順番を変えても変わらないので、申し訳ないですがこのまま進めさ

せていただき、17 時で中座していただければと思います。 

それでは、当初の目次どおりの順番で進めさせていただきたいと思いま

す。報告第 36 号から報告第 38 号、報告第 39 号と諮問第 107 号、諮問第 108

号、報告第 40 号と諮問第 109 号について事務局から説明をお願いいたしま

す。 

諮問第 36 号～第 38 号 

報告第 39 号、諮問第 107 号 

諮問第 108 号 

報告第 40 号、諮問第 109 号 

情報政策課長  報告第 36 号から報告第 38 号について説明する。 

情報システム担当 

課長 

 報告第 39 号、諮問第 107 号について説明する。 

情報政策課長  諮問第 108 号、報告第 40 号、諮問第 109 号について説明する。 

会長  以上の説明について、御質問はありますでしょうか。 
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委員  諮問第 108 号について、１点だけ伺います。杉並区要保護児童対策地域協

議会、いわゆる要対協ですが、事業者への委託というような書きぶりになっ

ていますが、要対協の構成員は余り事業者色のイメージが付きづらくて、ど

ういった対象を想定しているかを伺います。 

子ども家庭支援担当

課長 

 具体的にはどこというのは申し上げられませんが、様々な子育て支援の事

業をしている法人が構成団体になっていますので、そこの中から適切なとこ

ろを選択しようと考えております。 

会長  ほかに御質問はございますか。 

委員  では同じく諮問第 108 号からいきます。今回この委託事業者は何名規模の

委託を想定しているのかを教えてください。 

子ども家庭支援担当

課長 

 今のところの想定ですが、月 50 件程度の訪問が上限かということで考え

ております。 

委員  月に 50 件ですね。委託事業者の人数、事業規模というのですかね、今回

要するに何名体制でやってほしいとか、そういうふうな人数というのは、こ

ちらから指定はないのですかね。 

子ども家庭支援担当

課長 

 何名規模ということではなくて、50 件を大体月１回から２回訪問できる

人数ということで考えております。 

委員  個人情報を扱う人が何人ぐらいになるのかなということを知りたかった

のでお聞きしましたが、事業者によってしまうということですね。分かりま

した。 

 あと 24 ページの情報の受渡し、授受のところでその他に「○」が付いて

いて、子どもの見守り情報共有ツールというふうにありますが、これは何な

のでしょうか。何かネットを使ったツール、アプリケーションなのでしょう

か。 

子ども家庭支援担当

課長 

 こちらは、前回の審議会でお諮りいたしましたクラウドサービスを想定し

ております。 

委員  では、それを区と民間事業者のそれぞれが使って情報をやり取りするとい

うもので、端末はスマートフォンやタブレット、パソコンでしょうか。 

子ども家庭支援担当

課長 

 今のところは、報告だけに使おうということで考えております。決まった

パソコンを使っての報告ということを考えております。 

委員  では続いて、戻って報告第 36 号から第 38 号ですが、今回この新たに追加

される対象件数というのは、何件ぐらいに、何人ぐらいになるのでしょうか。 

障害者施策課長  対象でございますが、過去のアンケート調査から収入状況調査も含めたア

ンケート調査を行っているのですが、そちらからの推定値でいきますと、今、

御利用されている方の１割程度が対象となる見込みでございます。 

委員  １割ですか。 

障害者施策課長  今、約３事業合わせて 9,000 人になりますので、その１割ということにな

ります。 

委員  そうですか。所得制限が入るから、使えなくなる人たちが３事業合わせて

ということなんですね。私が聞きたかったのは、新たに追加される精神障害

者保健福祉手帳１級の方という意味でお聞きしようと思ったのですが、それ

を聞いてもどうしようもないですね。今、御回答された件数が扱う規模にな

るということですね。 
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障害者施策課長  そうですね。新たに精神障害者手帳１級の所持者の方は 231 名になってお

りますので、その方たちが新たに加わると考えております。 

委員  分かりました。それで全体で、３事業合わせて 9,000 件の１割ぐらいとい

うことで、分かりました。 

 では続きまして、諮問第 107 号です。ひとり親家庭に関する業務で、子ど

も家庭部管理課のものです。こちらのほうも、年間で何件ぐらいなのか、そ

こだけ確認させてください。 

子ども家庭部管理 

課長 

 こちらの事業は東京都内の他の区で先行的に実施している所があり、そこ

の予算規模を参考に、本件におきましては 10 件ということで見込んでおり

ます。 

会長  ほかに御質問はございますか。 

委員  私は諮問第 108 号です。先ほど他の委員とのやり取りで、構成団体は法人

と。それで月に 50 件１、２回の訪問をするということなのですが、法人団

体に関してはこの委託の条件として再委託の禁止や秘密の保持ということ

になるのですが、月に 50 件となると法人の現職員でそれが行われるという

ことなのか、新たな雇用をやはり生み出さないとそれが実施できないのか。

センシティブな情報になりますので、そこをきちんとしっかり守ってもらう

ためには何を担保にされているのかということを教えてください。 

子ども家庭支援担当

課長 

 職員を新たに雇用するかどうかというのは委託先が考えることかと思い

ますが、こちらの協議会につきましては、法で守秘義務が課せられておりま

すので、そこを担保に考えております。 

会長  ほかに御質問はございますか。 

委員  17 ページの報告第 36 号から第 38 号です。心身障害者の福祉タクシー券

の使い勝手なのですが、このタクシー券については利用に当たって区内を走

っているタクシーは全て利用できるわけではございません。タクシー会社に

直接電話して呼ばなければいけませんというようなものなのか、通常に私た

ち健常者も乗れるような形で全てのタクシーに使えるのかどうか、それがま

ず１点と、リフト付タクシー事業。このリフト付タクシーというのは、区内

に何台ぐらい稼働しているものなのですかね。 

障害者施策課長  タクシーですが、あらかじめ予約という形にはしておりませんが、どのタ

クシー会社でも乗れるというものではありません。複数のタクシー会社と協

定を結ばせていただいており、その協定を結んだタクシー会社のタクシーに

は御利用いただけるという状況になっております。 

 それからリフト付タクシーの台数は、今現在、手元に数がないので申し訳

ございません。 

会長  ほかに御質問はございますか。 

委員  諮問第 108 号で外部委託して訪問して、相談に乗ったり情報収集してこれ

が区の情報としてストックされるのですが、この集まった情報というのは、

その後どういうふうに扱われることになるのですか。あるいは、どのように

利用することになるのでしょうか。 

子ども家庭支援担当

課長 

 こちらの情報につきましては、要保護・要支援のお子さんたちの状況です

ので、その後、子ども家庭支援センターの区の職員が動く必要があるのかど

うか、何か変わりはないかという判断材料にいたします。 
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会長  ほかに御質問はございますか。 

委員  心身障害者のタクシー券のことです。昨日、障団連の委員会があり、精神

障害の家族会の方がタクシー券を認められるということで、とても喜んでお

りましたので報告させていただきたいと思います。ありがとうございまし

た。 

委員  報告第 36 号から第 38 号についてですが、精神障害者の方を対象に加える

ということは大変重要なことだと思いますが、逆に一定の所得制限を導入す

るということで、今まで利用されていた方々が利用できなくなるというの

は、私から見るとちょっと問題があるというふうに考えております。その点

については、今後この利用制限について改めて検討していただくよう要望い

たしまして、意見とさせていただきます。ほかについては、特に意見、要望

はありません。 

委員  諮問にかかった各施策に関して強く賛同しているものでありますが、子ど

も見守りシステム、クラウド上に構築しているこのサービスについて、パソ

コンからの入力という形でかなりセキュリティを意識して絞った運用にな

っていますが、やはり現場に近いところで情報を確認しながら適宜適切な対

策をしていくというふうな意図で構成されているシステムだというふうに

認識しておりますので、是非この辺りのユースケースの拡張については御検

討いただいた上で、また諮問していただければというふうに思っておりま

す。 

会長  ほかに、御意見はありますか。それでは報告第 36 号から報告第 40 号は了

承とし、諮問 107 号から諮問 109 号は決定といたします。 

 次に、報告第 41 号と諮問第 110 号、諮問第 111 号、第 112 号、第 113 号

について、事務局から説明をお願いいたします。 

報告第 41 号、諮問第 110 号 

諮問第 111 号 

諮問第 112 号 

諮問第 113 号 

情報政策課長 案件について説明する。 

会長  これまでの御説明について、御質問を伺えればと思います。 

委員  諮問第 110 号の道路情報等の閲覧についてですが、年間の数字を 32,000

件と示されております。業務の特性上、特定の方が反復的ないし日常的に閲

覧しているものかと思っているので、ＩＤ化はすごく有効かと思います。申

請者数はこの 32,000 件とは別に把握されていますか。 

土木管理課長  申請者数は大体半分、14,000 人ぐらいと把握しています。 

会長  ほかに御質問はございますか。 

委員  28 ページの諮問第 110 号です。今回、電算入力記録票にはパスワードと

いったものがないのですが、これは申請者ＩＤだけ振って、特にパスワード

での管理とかはしないのでしょうか。 

土木管理課長  ＩＤだけで、パスワード管理ということは特段考えていません。個人情報

というか、大体見られる、道路幅員だったりとか、そういう所の閲覧が主で

すので、パスワードということは考えていません。 

委員  そうすると、ＩＤというのは、ＩＤ証みたいなものを発行して、本人に覚
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えておいてもらって、現場に来たら打ち込んでもらうような形になるでしょ

うか。 

土木管理課長  ＩＤ証というか、メモで取っていただいて、同じ会社の方が来られたとき

に使っていただくということを想定しています。 

委員  では、会社で１つ登録して、使い回しもして、全然構いませんよという扱

いでいいのですか。 

土木管理課長  はい。そのとおりでございます。 

委員  分かりました。そういうふうなものであるなら、氏名とか住所とか電話番

号とか、本当に取得する必要性があるのかというのが、逆に疑問になってし

まうのですけれども。個人情報は、区は不必要なら保存しないほうがいいと

いうものなのですよね。そういったときに、氏名や住所や電話番号、特に必

要ないのなら取得しないほうがいいのではないでしょうか。 

土木管理課長  事業者には個人事業者がいらっしゃいますので、その方々が使いやすいよ

うにということで、申請するときに、何回も打ち直すというか、システムに

入るために何回も入力する手間が省けるためのものです。 

委員  諮問第 111 号ですが、こちらも同様にパスワードもなく、使い回しが可能

なＩＤということでよろしいでしょうか。 

建築課長  そのとおりでございます。 

委員  分かりました。続いて諮問第 112 号です。今回、紙での振込一括依頼書と

いうのが廃止されて、ネットバンキングにて振り込むということで、職員の

方が画面上で操作すると思います。いわゆるインターネットを使った、事業

者向けか個人向けかは分かりませんが、そういった銀行が作ったシステムで

振り込みを行っていくということだろうと思います。そうした場合、１人の

人がやっていると、対象の口座だけではなくて、自分の口座も付け加えて、

自分の口座にも振り込んでしまうようなことも考えられるわけで、その辺の

セキュリティはどのように行うのでしょうか。 

学務課長  データを作る人と確認する人と、最終的に振り込む場合は校長先生が確認

するということで、複数で確認します。また、ログも残しますし、場合によ

っては紙で打ち出すこともできるので、そういう意味でのセキュリティはき

ちんと守られるかと考えています。 

委員  分かりました。続いて諮問 113 号です。こちらのほうはとても重要な取組

だと思いますが、この税制改正の影響が出る世帯は大体何件ぐらいと想定し

ているのでしょうか。全体の件数も分かれば一緒に教えていただければと思

います。 

学務課長  全体の件数は規模として就学援助だと 5,000 件、就学奨励申請者だと 180

件で、対象者は今現在ではまだ把握できておりません。 

会長  ほかに御質問はございますか。 

委員  先ほどから委員が心配されているパスワードなのですが、セキュリティ対

策のところで書いてございますし、専用パソコンでよろしいのですよね、閲

覧に関しては。パスワードもあって。そういうことではないですか。先ほど

の諮問第 110 号と第 111 号について、パスワードを設定していないというの

は、入力段階、申請者ＩＤを発行する段階ではないのでしょうが、ただ、閲

覧する段階では専用パソコンであり、パスワードも設定されているという認
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識でよろしいですか。 

土木管理課長  パソコンの立ち上げをするときには、パスワードはあります。 

建築課長  同様でございます。 

会長  ほかに質問はありますか。では、御意見はありますか。 

委員  諮問第 110 号、第 111 号についてですが、電算入力にして利便性が上がる

ことはとても重要だと思います。一応、個人情報を取得するという形で諮問

が出ているわけで、特に個人情報を登録する必要性がないのであれば、個人

情報をもらわずに、ＩＤ登録だけをするのもありだと思いますが、使い回し

もしてもいいというＩＤの取扱いというのを大変疑問に思います。区とし

て、住所や氏名、電話番号を把握しているのに、それを使い回していいとい

うようであれば、法人として登録するとか、そういう扱いにしたほうがいい

のではないかという疑問を持っておりますので、その辺は今後に検討してい

ただければと要望しまして、意見とさせていただきます。諮問については特

に反対しません。 

会長  ほかに御意見はありますか。大丈夫ですか。そうしましたら、報告第 41

号は了承、諮問第 110 号から第 113 号は決定といたします。 

 次に諮問第 90 号、第 91 号についてです。本案件は、令和２年度第５回審

議会にて諮問を受けております。本案件については、杉並区情報公開・個人

情報保護審議会条例第７条の２第１項により設置した部会において審議を

行うこととし、令和３年１月 18 日に部会を開催いたしました。それについ

ては、部会長として、私より審議の結果について説明いたします。 

諮問第 90 号・第 91 号 

部会長 資料３-１の２ページ、「住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ

評価実施結果の妥当性評価について」を御覧ください。本部会では、評価対

象に記載されている２点のセキュリティ対策の実施結果について審議しま

した。 

１つ目は、「住基ネット緊急時対応訓練の実施結果について」です。緊急

時対応訓練は障害等が発生した場合に、迅速かつ的確な対応ができるように

毎年実施しています。区側からは、政策経営部担任の副区長をはじめとする

緊急時対策会議構成員への訓練と、住基ネット端末を利用する部署の職員へ

の訓練を実施している、職員に対する訓練については、各部署における住基

ネット端末の利用のあり方に応じた訓練を実施している、また、従来実施し

ていた講義形式の訓練に加え、住基ネット緊急時連絡体制に基づく連絡訓練

を実施している、という説明があり、訓練の実施内容が適切であることを確

認しました。 

 ２つ目ですが、「住基ネット職員アンケートの実施結果と結果を受けての

対策について」です。杉並区では、住基ネット業務に従事する職員に対して

アンケートを実施しています。これは、各部署においてセキュリティ対策が

適正に実施されているかを確認するとともに、職員への教育方法等の改善点

を把握するためです。区側からは、アンケート結果から、セキュリティ対策

の実施状況は適正であることが確認できたという報告を受けました。また、

アンケート結果から得られた改善点を中心に、各部署で振り返りを行い、セ

キュリティ対策の周知徹底を行う。また、次年度の初任者教育等においても
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当該アンケート結果を活用し、職員の業務意識の向上に努めるという説明が

あり、アンケートの実施結果を受けての対策が妥当であることを確認しまし

た。 

 以上のことから、区が実施した住基ネットに係るセキュリティ対策につい

て、妥当であることを確認しました。なお、部会で使用した住基ネットに係

る資料は資料３-５、３-６、それぞれ６から 10 ページですので、詳細につ

いてはこちらを御覧ください。住基ネットに係る事項については以上です。 

 続いて、資料３-２の３ページです。「情報提供ネットワークシステムセキ

ュリティ評価実施結果の妥当性評価について」を御覧ください。評価対象に

記載されている２点のセキュリティ対策について審議しました。 

１つ目は、「情報提供ネットワークシステム緊急時対応訓練について」で

す。こちらの訓練について、区側からは、総務省による全国一斉訓練の機会

を利用して、政策経営部担任副区長までの、報告訓練及び情報提供ネットワ

ークシステムを利用する部署とのメール送信・返信を中心とした連絡訓練を

実施し、関係者への情報共有が遅滞なくされることを確認したという説明が

あり、訓練の実施内容が適切であることを確認しました。 

 ２つ目は、「情報提供ネットワークシステム職員アンケートの実施結果と

結果を受けての対策について」です。住基ネットのアンケートと同様に、区

独自の取組として、各部署でのセキュリティ対策の実施状況の確認ととも

に、情報提供ネットワークシステムを利用する職員の理解度を把握すること

で、教育内容の改善等につなげることを目的として実施されています。区側

からは、アンケート結果から、セキュリティ対策の実施状況は適正であるこ

とが確認できたという報告がありました。また、アンケート結果は各部署で

振り返りを行い、今後の研修等にいかすことを確認しました。 

以上のことから、区が実施した、情報提供ネットワークシステムに係るセ

キュリティ対策についても妥当であることを確認しました。なお、部会で使

用した情報提供ネットワークシステムに係る資料は、資料３-７、３-８、そ

れぞれ 11 から 15 ページですので、詳細についてはそちらを御覧ください。

住基ネット及び情報提供ネットワークに係るセキュリティ対策の実施結果

についての評価結果は以上となります。この説明について御質問はあります

か。 

委員  部会のほう、お疲れさまでした。資料３-６の８、９ページ目で、アンケ

ートの重点項目について、それぞれの回答結果が出ていて、とても見やすく

なっていると思います。逆に、情報提供ネットワークのほうのアンケートの

結果だと、資料３-８の 15 ページは、アンケートの集計結果として、各課の

パーセンテージしかなくて、どういう項目が何パーセントだったかというの

が出ていないのですが、今回、８、９ページのような資料の作り方はできな

かったのですか。 

情報政策課長  情報政策課の部門が 15 ページになっているかと思います。データとして

持っておりますが、通常、いつもこの形で出していたものですから、今回も

こういった形になっておりますが、来年度以降といいますか、より分かりや

すい資料となるように工夫等をしていきたいと思います。 

委員  よろしくお願いいたします。もう１つ、情報提供ネットワークシステムの

アンケートなのですが、国保年金課や介護保険課だと、今現在、窓口の民間
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委託ということで、民間事業者の方々もいらっしゃると思います。以前の議

会では、そうした方々も情報系の端末に触れることがあるというようなお話

があったと思いますが、実際に、今現在、民間事業者の方が、今回の対象と

なっている情報提供ネットワークシステムを操作することがあり得るのか、

どうなのか。また、もしあり得る場合は、このアンケートの対象となってい

ないように見えるのですが、対象としているかどうか、その辺を確認させて

ください。 

情報政策課長  情報提供ネットワーク、こちらについては区の職員のみが操作しておりま

すので、委託事業者のほうは触っておりません。 

委員  では今回、対象になっているシステムでアンケートをしなければいけない

方々に対しては、全員にアンケートができたという認識でよろしいのでしょ

うか。 

情報政策課長  そのとおりでございます。 

会長  ほかに御質問はありますか。御意見はありますか。大丈夫ですね。では、

諮問第 90 号、第 91 号は決定といたします。それでは、ただいま御審議いた

だいた諮問事項につきまして、ここで答申をしてまいりたいと思います。こ

れから事務局が答申案文をお配りしますので、内容を御確認願います。 

（答申案文の配布） 

会長 この内容でよろしいでしょうか。 

（異議なし） 

会長 では、情報・行革担当部長に答申文をお渡しします。 

（答申文の受領） 

会長 本日の議題は以上です。事務局から何かありますか。 

情報政策課長  私のほうから３点御連絡したいと存じます。まず１点目、確定版の会議録

についてですが、本日確定した令和２年度第５回の会議録を事務局からお配

りしますので、お受け取りください。 

２点目、次回の審議会の日程です。次回は令和３年５月 24 日、月曜日 14

時からと予定しております。会場は中棟６階第４会議室の予定です。 

 続いて３点目、現委員の任期、それから次期委員の推薦についてです。現

在の委員の皆様の任期につきまして、改めて御案内します。本日出席の皆様

の任期は今年の６月 30 日までとなっておりますので、次回、５月開催の令

和３年度第１回審議会までは御出席いただく形になりますので、よろしくお

願いいたします。続いて、次の委員の任期についてです。次の任期について

は令和３年７月１日から２年間となりますが、後任の委員の方については４

月以降に改めて、各団体のほうに推薦の依頼をしたいと存じますので、その

節はよろしくお願いします。事務局からは以上でございます。 

会長  それでは、以上で令和２年度第６回杉並区情報公開・個人情報保護審議会

を終了いたします。本日は御協力いただき、ありがとうございました。 
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